
1 
 

 
新しい時代の教育に向けた持続可能な学校指導・運営体制の構築のための学

校における働き方改革に関する総合的な方策について（中間まとめ） 

平成２９年１２月２２日 中央教育審議会 

【部活動関連部分抜粋（下線は本資料にて追記）】 

 

３．学校・教師が担う業務の明確化・適正化 

 

（１）基本的考え方 

学校が担うべき業務を大きく分類すると，以下のように考えられる。 

 

ⅰ）学習指導要領等を基準として編成された教育課程に基づく学習指導 

ⅱ）児童生徒の人格の形成を助けるために必要不可欠な生徒指導・進路指導 

ⅲ）保護者・地域等と連携を進めながら，これら教育課程の実施や生徒指導の実施

に必要な学級経営や学校運営業務 

 

教師は，こうした業務に加え，その関連業務についても，範囲が曖昧なまま，行っ

ている実態があると考えられる。また，これまで主たる担い手は教師であったが，教

師以外が担った方が児童生徒に対してより効果的な教育活動を展開できる業務や，教

師が業務の主たる担い手であるが，業務の一部は，スクールカウンセラー，スクール

ソーシャルワーカー，部活動指導員等の専門スタッフとの役割分担や地域との連携・

協働により，教師以外が担うことが可能なものは少なからず存在している。 

前述のとおり，我が国の学校及び教師が担う業務の範囲は，諸外国と比較しても多

岐にわたっている。これらの業務の中には，法令で教師の業務として明確に位置づけ

られているものもあれば，半ば慣習的に行われてきた業務も存在する。 

 このため，諸外国の例等を踏まえ，これまで学校・教師が担ってきた業務のうち，

教師の業務量や地方公共団体での取組，諸外国における教職員の分業体制等を参照し，

役割分担等について特に具体的に議論すべきと考えられる業務として，①登下校に関

する対応，②放課後から夜間などにおける児童生徒の見回り，児童生徒が補導された

ときの対応，③学校徴収金の徴収管理，④地域ボランティアとの連絡調整，⑤調査・

統計への協力，⑥児童生徒の休み時間における対応，⑦校内清掃，⑧部活動，⑨給食

時の対応について取り上げて検討を行った。これらの業務について，法令上の位置づ

けや業務に従事している割合，業務の負担感，地方公共団体での良い実践事例等を踏

まえつつ， 
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○ これは，本来は誰が担うべき業務であるか。 

○ それぞれの業務について，負担軽減のためにどのように適正化を図るべきか 

の２点から，必要な環境整備を行いつつ，中心となって担うべき主体を学校・教師以

外の主体に積極的に移行していくという視点に立って，個別具体的に検討を進めた。

あわせて，特に役割分担を行う場合においては，どの主体が行うべきか明確にした上

で，どのような条件整備や支援方策を実施していくべきかについても検討を進めた。 

（中略） 

 詳細は「（３）これまで学校・教師が担ってきた代表的な業務の在り方に関する考え

方」に示すが，おおむね以下のように整理された。 

 

＜基本的には学校以外（地方公共団体，教育委員会，保護者，地域ボランティア等）

が担うべき業務＞ 

①登下校に関する対応，②放課後から夜間などにおける見回り，児童生徒が補導さ

れたときの対応，③学校徴収金の徴収・管理，④地域ボランティアとの連絡調整につ

いては，基本的には「学校以外が担うべき業務」であり，その業務の内容に応じて，

地方公共団体や教育委員会，保護者，地域学校協働活動推進員や地域ボランティア等

が担うべきものと考える。 

 

＜学校の業務だが，必ずしも教師が担う必要のない業務＞ 

⑤調査・統計等への回答等，⑥児童生徒の休み時間における対応，⑦校内清掃につ

いては学校の業務である。⑧部活動については，学校の判断により実施しない場合も

あり得るが，実施する場合には，学校教育の一環であることから，学校の業務として

行うこととなる。これらの業務は，学校の業務として行う場合であっても，必ずしも

教師が担わなければならない業務ではない。地域や学校の実情を踏まえ，⑤調査・統

計等については事務職員等，⑥児童生徒の休み時間における対応や⑦校内清掃につい

ては地域ボランティア等，⑧部活動については部活動指導員をはじめとした外部人材，

というように教師以外の者が担うことも積極的に検討すべきである。 

 

＜教師の業務だが，負担軽減が可能な業務＞ 

⑨給食時の対応，⑩授業準備，⑪学習評価や成績処理，⑫学校行事の準備・運営，

⑬進路指導，⑭支援が必要な児童生徒・家庭への対応については，基本的には学校・

教師の業務である。⑩授業準備や⑪学習評価や成績処理における補助的な業務につい

てはサポートスタッフ等が担い，⑫学校行事の準備・運営のうち，児童生徒の指導に

直接的に関わらない業務については，事務職員や民間委託等の外部人材等が担うこと

で，当該業務の本質的な業務について教師が集中できるようになる。また，⑨給食時

の対応については学級担任と栄養教諭等との連携による工夫等が考えられるほか，⑬

進路指導については事務職員や民間企業経験者などの外部人材等，⑭支援が必要な児

童生徒・家庭への対応はスクールカウンセラーやスクールソーシャルワーカーなどの

専門スタッフが，当該業務の一部について担う方が児童生徒に効果的な対応ができる
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場合もある。 

 

（３）これまで学校・教師が担ってきた代表的な業務の在り方に関する考え方 

 

⑧ 部活動 

中学校及び高等学校段階での部活動は，生徒の自主性を尊重しつつ，スポーツや

文化等に親しむとともに，学習意欲の向上や責任感，連帯感の涵養（かんよう）等

に資する重要な活動としての教育的側面や部活動の様子の観察を通じた児童生徒

の状況理解等の意義がある。運動部と文化部とではそれぞれ特有の課題を有する

が，教師の負担軽減が必要であるという点についてはどちらにも共通する。 

中学校及び高等学校における現行の学習指導要領では，「生徒の自主的・自律的

な活動である部活動については，スポーツや文化及び科学等に親しませ，学習意欲

の向上や責任感，連帯感の涵養等に資するものであり，教育課程外であるが，学校

教育の一環として，教育課程との関連が図られるよう留意すること」とされており，

地域や学校の実態に応じ，地域の人々の協力，社会教育施設や社会教育関係団体等

の各種団体との連携などの運営上の工夫を行うようにすることが示されている。 

各学校が部活動を設置・運営することは法令上の義務とはされていないが，現状

では，ほとんどの中学校及び高等学校において部活動が設置され，実態として，多

くの教師が顧問を担わざるを得ない状況である。教師の中には，部活動にやりがい

を感じている者もいる一方で，競技等の経験がなく部活動の指導に必要な技能を

備えていない教師等が部活動の顧問を担わなければならない場合には負担を感じ

ている。 

部活動の顧問については，教師の勤務負担の軽減や生徒への部活動指導の充実

の観点から，各校長が，教師の専門性や校務分担の状況に加え，負担の度合いや専

門性の有無を踏まえて，学校の教育方針を共有した上で，学校職員として部活動の

実技指導等を行う部活動指導員をはじめとした外部人材を積極的に参画させると

ともに，大会・コンクール等の主催者においては，関連規定の改正等を行い，部活

動指導員による引率を行えるようにすべきである。国等が部活動指導員の配置に

関して学校の設置者等に対する支援を行う際には，部活動指導員が，単なるボラン

ティアではなく，学校の職員として位置付けられ，大会引率等の際の責任の所在を

明確にしていること等の趣旨を踏まえ，スポーツ庁が作成予定の「運動部活動の在

り方に関する総合的なガイドライン（仮称）」を遵守すること，部活動指導員の参

画が教師の働き方改革につながる取組であること等を条件とすべきである。 

また，少子化等により規模が縮小している学校においては，学校に設置する部活

動の数について，部活動指導にたけた教師の配置状況や部活動指導員の参画状況

を考慮して適正化するとともに，生徒がスポーツ等を行う機会が失われることの

ないよう複数の学校による合同部活動や総合型地域スポーツクラブとの連携等を

積極的に進めるべきである。また，大会・コンクール等の主催者においても，こう

した合同チームや地域スポーツクラブ等が大会に参加できるよう，関係規定の改
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正等を行うべきである。 

あわせて，教師の勤務負担軽減や教科指導等とのバランスという観点だけでな

く，部活動により生徒が学校以外の様々な活動について参加しづらいなどの課題

や生徒のバランスの取れた健全な成長の確保の観点からも，国，教育委員会及び学

校は，各学校が部活動の適切な活動時間や休養日について明確に基準を設定する

とともに，保護者に対し理解を求めるように努めるべきである。また，一部の保護

者による部活動への過度の期待等の認識を変えるため，入試における部活動に対

する評価の在り方の見直し等の取組も検討すべきである。部活動に過度に注力し

てしまう教師も存在するところであり，教師の側の意識の改革も必要である。その

ため，採用や人事配置等において，教師における部活動の指導力を過度に評価しな

いよう留意すべきである。 

また，各種団体主催の大会も相当数存在し，休日に開催されることも多い実情を

踏まえ，各種団体においてその現状の把握と見直しを促していくべきである。 

運動部活動については，現在，スポーツ庁で「運動部活動の在り方に関する総合

的なガイドライン（仮称）」を作成するために検討会議を設けて議論されており，

文化部活動に関しても同様にその在り方等について，国は検討する必要がある。ま

た，上記の考え方を踏まえたガイドラインを作成する等必要な取組を進めること

を期待する。 

なお，一部地域においては，平日の一定時刻までは学校部活動，それ以降の時間

や休日については，保護者の運営による地域のクラブ活動にすみ分けて取り組ん

でいる例もあり，部活動は必ずしも教師が担う必要はないものであることを踏ま

えると，教師が授業や授業準備等の教師でなければ担うことのできない業務に注

力できるようにするためにも，将来的には，地方公共団体や教育委員会において，

学校や地域住民と意識共有を図りつつ，地域で部活動に代わり得る質の高い活動

の機会を確保できる十分な体制を整える取組を進め，環境が整った上で，部活動を

学校単位の取組から地域単位の取組にし，学校以外が担うことも積極的に進める

べきである。 
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５．勤務時間に関する意識改革と制度面の検討 

（３）適正な勤務時間の設定 

定められた勤務時間内で業務を行うことが基本であるが，学校における教師の勤務

時間と児童生徒の活動時間は表裏一体の関係にある。登下校時刻の設定や，部活動，

学校の諸会議等については，教職員が適正な時間に休憩時間を確保できるようにする

ことを含め，教職員の勤務時間を考慮した時間設定を行う必要がある。 

また，部活動や放課後から夜間などにおける見回り等，「超勤４項目」以外の業務に

ついては，校長は，時間外勤務を命ずることはできない。早朝や夜間等，通常の勤務

時間以外の時間帯にこうした業務を行う場合については，服務監督権者は，正規の勤

務時間の割り振りを適正に行うなどの措置を講ずる必要がある。 

（中略） 

教師一人一人が疲労や心理的負担を過度に蓄積して心身の健康を損なわないよう

にするとともに，児童生徒にとって魅力ある教師であるべく，自己研さん・自己投資

を通じて人間性を高めることが必要である。仕事と休みのメリハリの観点から，例え

ば，運動部活動については，スポーツ庁が作成予定の「運動部活動の在り方に関する

総合的なガイドライン（仮称）」を踏まえた適切な活動時間や休養日の設定を行うと

ともに，長期休業期間において年次有給休暇を確保できるように一定期間の学校閉庁

日の設定を行うべきである。また，週休日等の勤務時間の割り振りをする際には，休

日を十分確保できるように長期休業期間を活用できるような工夫も検討すべきであ

る。 

さらに，これらの取組について，各学校においては，学校運営協議会の場等を活用

しながら，保護者や地域の理解を得るよう努めるとともに，文部科学省や各教育委員

会等も，全国レベル・地域レベルのＰＴＡ連合会等の協力も得ながら，こうした取組

を支援すべきである。 

 


